
 

 

 

第 2 期大阪市障害福祉計画 

(平 成 21 年 度 ～23 年 度 ) 

概      要 



第２期大阪市障害福祉計画（平成 21年度～23年度）の概要 
 

【大阪市地域生活支援事業】（任意事業） 

事 業 名 単位 21年度 22年度 23年度 

訪問入浴サービス事業 年間利用件数 10,740件 11,097件 11,465件 

日中一時支援事業    
月あたり利用人員・ 

利用日数 

344人 

2,031日 

399人 

2,356日 

449人 

2,650日 

福祉ホーム事業 箇所数 3箇所 3箇所 3箇所 

知的障害者自活支援事業 箇所数 2箇所 2箇所 2箇所 

知的障害者生活支援事業 箇所数 3箇所 3箇所 3箇所 

手話通訳奉仕員養成事業 年間研修受講者数 960人 960人 960人 

要約筆記奉仕員養成事業 年間研修受講者数 40人 40人 40人 

 

【計画策定の意義】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域生活及び一般就労への移行目標】 

 

【各年度の指定障害福祉サービスまたは指定相談支援ごとの必要な量の見込み】 

  訪問系サービス及び短期入所                   日中活動系サービス 

 

サービス種別 

 

単位 

 

21年度 

 

22年度 

 

23年度 

  

サービス種別 

 

単位 

 

21年度 

 

22年度 

 

23年度 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 

月あたり利用 

人員・利用時間 

5,167人 

118,591時間 

5,632人 

129,264時間 

6,083人 

139,605時間 

 生活介護 月あたり利用 

人員・利用日数 

2,696人 

42,246日 

2,922人 

45,788日 

4,250人 

66,598日 

重度訪問介護 月あたり利用 

人員・利用時間 

1,354人 

212,578時間 

1,462人 

229,584時間 

1,565人 

245,655時間 

 自立訓練 

（機能訓練） 

月あたり利用 

人員・利用日数 

52人 

723日 

55人 

765日 

60人 

834日 

行動援護 月あたり利用 

人員・利用時間 

646人 

6,111時間 

975人 

7,391時間 

1,055人 

7,824時間 

 自立訓練 

（生活訓練） 

月あたり利用 

人員・利用日数 

112人 

1,561日 

145人 

2,021日 

210人 

2,927日 

重度障害者等

包括支援 

月あたり利用 

人員・利用時間 

3人 

996時間 

3人 

996時間 

3人 

996時間 

 就労移行支援 月あたり利用 

人員・利用日数 

409人 

7,014日 

567人 

9,724日 

700人 

12,005日 

訪問系サービ

ス合計 

月あたり利用 

人員・利用時間 

7,170人 

338,276時間 

8,072人 

367,235時間 

8,706人 

394,080時間 

就労継続支援

（Ａ型） 

月あたり利用 

人員・利用日数 

3人 

45日 

3人 

45日 

10人 

150日 

短期入所 

（ショートステイ） 
月あたり利用 

人員・利用日数 

568人 

4,190日 

607人 

4,483日 

649人 

4,796日 

 

就労継続支援

（Ｂ型） 
月あたり利用 

人員・利用日数 

1,108人 

19,445日 

1,314人 

23,061日 

1,640人 

28,782日 

居住系サービス 
 療養介護 

 

月あたり

利用人員 
20人 20人 75人 

 

サービス種別 

 

単位 

 

21年度 

 

22年度 

 

23年度 

 児童 

デイサービス 

月あたり利用 

人員・利用日数 

795人 

4,787日 

919人 

5,551日 

972人 

5,873日 

共同生活援助

（グループホーム） 

 旧法施設支援 月あたり利用 

人員・利用日数 

1,145人 

18,606日 

954人 

15,503日 

0人 

0日 

共同生活介護

（ケアホーム） 

月あたり

利用人員 
1,370人 1,590人 1,849人 

 
指定相談支援（サービス利用計画作成） 

施設入所支援 

 

月あたり

利用人員 
707人 845人 1,557人 

  

サービス種別 

 

単位 

 

21年度 

 

22年度 

 

23年度 

旧法施設支援 

 

月あたり

利用人員 
969人 818人 0人 

 指定相談支援 月あたり

利用人員 
481人 601人 751人 

 

◆入所施設利用者の地域移行 

 

○平成23年度までの地域移行目標：480人 

平成17年10月時点の施設入所者（1,760人）の

20％にあたる 352人と地域移行支援センターの

128人 
 

○平成23年度末の施設入所者数の削減目標：203人 

平成17年10月時点の施設入所者の7％にあたる

123人と金剛コロニー等からの地域移行者80人を

減 
平成23年度末の施設入所者数 

1,760人 → 1,557人 

◆入院中の精神障害者の地域移行 

 

○平成23年度までの退院可能者数値目標：822人 

 うち、地域生活移行支援事業による地域移行目標：54人 

 
（参考） 

平成17年の精神科在院患者調査結果から、入院前の居

住地が大阪市内であった患者数：4,827人 

◆福祉施設からの一般就労 

 

○平成23年度における福祉施設からの一般就労者 

数値目標：340人(平成16･17年度実績の4倍) 

 

目標達成には、福祉施設からの一般就労以外に、職業

能力開発施設や障害者就業・生活支援センターを利用

した場合も含めて総合的に取り組みを推進 

【大阪市地域生活支援事業】（必須事業）   

 

事業名 

 

単位 

 

21年度 

 

22年度 

 

23年度 

  

事業名 

 

単位 

 

21年度 

 

22年度 

 

23年度 

相談支援事業 

 
箇所数 37箇所 37箇所 37箇所 

 日常生活用具 

給付等事業 

年間給付

件数 
51,089件 57,070件 63,910件 

 ①介護訓練支援用具 309件 360件 460件 住宅入居等 

支援事業 
箇所数 37箇所 37箇所 37箇所 

 

 ②自立生活支援用具 1,460件 1,510件 1,610件 

 ③在宅療養等支援用具 505件 510件 510件 成年後見制度

利用支援事業 
箇所数 24箇所 24箇所 24箇所 

 

 ④情報・意思疎通支援用具 1,492件 1,700件 2,000件 

 ⑤排泄管理支援用具 47,171件 52,830件 59,170件 地域自立支援

協議会 
箇所数 25箇所 25箇所 25箇所 

 

 ⑥住宅改修費 152件 160件 160件 

発達障害者支援センター 

運営事業 

箇所数・年間

実利用者数 

1箇所 

3,670人 

1箇所 

3,670人 

1箇所 

3,670人 

 

地域活動支援センター 

障害児等療育

支援事業 
箇所数 14箇所 14箇所 14箇所 

 

 生活支援型 箇所数・月あ

たり利用人員 

9箇所 

180人 

9箇所 

180人 

9箇所 

180人 

コミュニケーション

支援事業 

年間実利用者数

・延派遣件数 

403人 

1,595件 

406人 

1,605件 

407人 

1,612件 

  活動支援 

Ａ型 

箇所数・月あ

たり利用人員 

50箇所 

740人 

60箇所 

835人 

68箇所 

890人 

移動支援事業 

 

月あたり利用 

人員・利用時間 

4,645人 

110,604時間 

4,969人 

118,238時間 

5,292人 

127,367時間 

  活動支援 

Ｂ型 

箇所数・月あ

たり利用人員 

20箇所 

480人 

20箇所 

480人 

20箇所 

480人 

 

 

◆計画の位置づけ、他計画等との関係 

○「大阪市障害者支援計画 後期計画」にお

ける障害福祉サービス等に関する事項につ

いての３年ごとの実施計画として位置づけ 

 

○障害福祉計画策定にかかる国の基本指針や

大阪府の基本指針の考え方、第１期計画の

進捗状況や課題等を踏まえて策定 

 

◆計画期間、計画に定める事項 

○地域生活への移行、一般就労への移行等の

数値目標を設定するとともに、平成 21年

度から 23年度の各年度の障害福祉サービ

スの見込量とその確保のための方策を定

める 

○平成21年度から23年度までの3ヵ年計画 

○次期計画は平成24年度から26年度までを

計画期間として平成23年度中に策定 

 

 

◆大阪市の障害者支援施策推進における 

基本的考え方 

○個人としての尊重 

○権利実現に向けた条件整備 

○地域での自立生活の推進 

 

◆計画策定の趣旨 

○障害者自立支援法の規定により、 

必要な福祉サービスが地域において計画的 

に提供できるよう、市町村及び都道府県に 

障害福祉計画の策定を義務づけ 

 


